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重要事項説明書

本害はお客種に屋内無線基地局ｻービス（以下味ｻｰﾆビｽ」といいます)の申し込みを頂くにあたり、
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ソフトパンクモパイル…社殿

貴社の無線通信サービス用の屋内箪波改善対策のために、重要事項脱明書の内容について理解しましたの

で、同封の挽帯蹴騒無線基地同設備利用規約(Ver2.0)等に同意し、本サービスを申し込み致しま戎 ．3堂埋淑 的で所右管哨

F… 壼夛
適切姪方法で使用、管理じていただきます。
，本契約誤終丁した場合は､お客さまは無録基地局段儲を返却し､撤去工事に協力して頂きます．

3．璽渡睡寳ある雌は電波改善できなし､場合面

･甑波障害が発生した幽合またはその恐れがある場、本サーピ兵 であっても、弊社はお客橡に事
知なく遮隔制御する錫合、もしくは入館手統をとった上で殴働の梱能を停止する栂合がござい産す．

・本サービスは､股歴環境等によっては霞波状況を改善できない場合がございま･ｳ弓.その掲合､弊社の判断と責
任で遠隔鯛御による股備の機能停止もしくは契約を解約し､殴備を撤去(※1)･させて頂く場合がございます。

※1：撤去工事は弊社が行い､･内容は､錘肢億とその付帯物の撤去となります｡状況や条件により殴置工事の
際に開口工率が必要となる溺合が一部ございますが、この場合の開口部に対してはパテ埋め施工を行いま龍

：
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；4．電力の利用

･本サービスに伴う はお・にて－ 画きます

鰍

5．段混機器がフェムトセル機器の場合のご注意

･運用 制の手銃きのため、お の人名、 所、連結、－当 を ’に届出し記
，フエムト士ル基地局軽由でのご利用においては､携帯露通信サービスのうち一部のサービスに差分･劇限溌ございますb
･運用者変更制度の手銃きを弊社に頂いていない方､または運用者として遜録されても弊社の併可を得ていない
方が、”のONmmや機器の移動など本規約に定める禁止事項を行った場合、電波法に基づく罰則を受け
る掲合がございます．

(1)機器股置完了後のお客織のご都合による移段（※2） ．
(2)契約違反等により弊社にお申し込み頂し$て成立した契約が解除され､股置機器を撤去する場合｡なお､撤去
工率の内容は3項の（※1）と同樋です．

※2：移殴とは、一度段置した弊社機器を他の場所に移して利用することをいいます。但し､移股の範囲は同一
建物の同一フロアー内であって、かつ弊社が移股可能と判断した場合に限らせて頂きますも移股をご要璽
される場合､･弊社に対して2ヶ月前までにご連絡が必要です。

＊1種巴観坦のｲ露考（支店長・龍・師長）がf嘘者宅掴に里入する洩金必f氏患を自暦でご程入して下さもら

＊2契豹者住尻と樋羅設医先住所が岡一の羽合は､.唆■場所住厨と店名･部暑名は同上とご配入下さい.但しその■合で袷担当き

⑫陸.強銘失血は必ずご田入下さい．
1--■－－－－－‘pp--■－■一一一一一ローーー■今･◆=ﾛ･－＝‐1－わ‐｡ 。~.･－．－．．◆ｰ･一七一

・ ・”6華』． 『､｡．． ・・ ・･…."・し 98 ‘， 。 、ｲ 赤8 ．個人の押印の溺金シャチハタは不可ですb?、サービスを終了する場合

サービスを終了する．･ロ、 が設 の撤去行います．その場合の費用は6項 を除き儒 *4左の名刺欄
ー
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償です.但し撤去の2ケ月前までに弊社への連絡が必要です。なお､撤去工率の内容は3項の（※1）と同棟で
3＄ ．

8．頻害
･壼司那醒夢i■ *6個人印のお申し込みで8以下の条件に麟当する掛合、

弊社より砿麗のお唾を差し上げる秘合がございまれ

．＊1の役職の方“■の貼付がない圃合も

・公共料金の諸挿が低付されていな↓趨合b

※3：但し地震、洪水､火災等の天災その他不可抗力簿が原因の場合は除きます。

会的勢力ではないことの潔朋保匪9． Z

お客標には､反社会雨勢力（①曇力団、②曇力団関係企業、③総会麓その 鰯29条に定める団騨】
でないことを保証していただきます。なお万一壁堂的勢力であることが した鍋合、弊社は、成立した契叢
を解除することができますも
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利用

期間

本サービス申込月より暦月2年。 ※期間満了の2ケ月前までに利用鍵了の申し入れをしな

いどきは、さらに1年間更新されます．



お窓犠各位

ソフトバンクモパイル株式会社

重要事項説明書

本書はお客様に屋内無線基地局サービス（以下1本サービス」とし､います）の申し込みを頂くにあたり、
同封の携椎電話無線基地局設備利用規約(以下｢本規約』といいます)の重要事項についてご説明するものです。
十分内容茜ご熟読．ご理解の上､本サービスをお申し込み下さいますよう、お願い申･し上げます。

携帯電話無線基地局設備利用申込書

ソフトバンクモパイノl雑式会社殿

貴社の無線通信サービス用の屋内電波改善対策のために、重要事項脱明書の内容について理解しましたの
｜ユ.本サービス利用可能場所

・本サービスは、お客様が事業目的で所有、賃借または管理する建物内での利用に限らせて頂きます。
I

で、同封の携裕電話無線基地局股備利用規約(Ver2.0)等に同意し、本サービス藍申し込み致します｡

I申込日 ｜ 平成 2早 68可 臼
’ 四一 1 1＝竜へ、一｡a置司
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'2．無線基地局設備の取扱い
・無線塞地局設備は弊社の資産であり、 -865.1 ,

由

東京都千代田区隼町4番2畳所

お客様は本規約の各条項及び弊社の指示に従い、無線基地局設備を
住所

適切な方法で使用、管理していただき史す。
･本契約が終了した場合は、お客さまは無線基地局設備を返却し、撤去工事に漣力して頂きます。

サイコウサイバンショ

最高裁判所

カナ

'3．電波障害あるいは砿波改善できない場合の措置一一一一一一
・電波障害が発生した場合またはその恐れがある場合、本サービス利用中であっても､･弊社はお客犠に事前の通
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知なく遠隔制御する場合、もしくは入館手続をとった上で設備の機能を停止する場合がございますb

駕惑鯛蕊灘撫麗饗鰻蕊藤熱灘鰯i謹謡熱耀購亨
※1 :撤去工事は蝿が行い､内容は､弊社股備とその付帯物の撤去となりますも状況や条件により設腫工事の
際に開口工事が必要となる場合が一部ございますが、この場合の開口部に対してはパテ埋め施工を行います。

’4．電力の利用
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経理局長役職
氏名 笠井之彦

･本サービスに伴う電力は、お客棟にてご提供頂きまず-．

1
1重;騨謹塾頁』住

所
’5，設侭機器がフエムトセル機器の場合のご注意
・運用者変更制度の手続きのため、お客擬の法人名、住所、連絡先、ご担当者名等を総務省に届出致します6
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･フエムトセル基地局怪由での琴l1用においては､携捗電鱈通信サービスのうち一部のサービスに差分･制限がございます。
･運用者変更制度の手続きを弊社に頂いていない方､または運用者として登録されても弊社の許可を得ていない
方が、電源のONJOFEや機器の移勤など本規約に定める禁止率項を行った場合、電波法に基づく罰則を受け
る場合がございま魂．
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' 6．費用が発生する場合

以下の場合は、お客犠にて受用が発生する場合がございます。
(1)機器設憧完了後のお客犠のご都合による移設（※2）

1

本サービス申込月より暦月2年※期間満了の2ケ月前までに利用終了の申し入れをしな

いときは、さらに1年間更新されますb 、

利用

期間(2)契約違反等により弊社にお申し込み頂いて成立した契約が解除され､設置機器を撤去する場合。なお､撤去
工事の内容は3項の（※1）と同様でれ

※2：移設とは､一度般置した弊社槻器を他の場所に移じて利用することをいいます｡.但し､移股の範囲は同一
建物の同一フロアー内であっで､かつ弊社が移設可能と判断した場合に限らせて頂きますも移設をご要望
される場合、弊社に対して2ヶ月前までにご連絡が必要です。

＊1設辰拠点の代表老（支店長･所長･部長）が代表活名欄に記入する調合、必ず氏名を自署でご記入して下さい。

＊2契約者住所と機器般匠先住所が同一の甥合は､設腫場所住所と店名・部署名は同上とご肥入下さい｡但しその塀舎でも担当寺

の氏名も率先TXLは必ずqご記入FFさい畠一
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*3個人の押印の溺合､シヤチハタは不可でれ

*4左の名刺欄に雪ﾑ印を押印する場合でも．申通署

|,7．サービスを縦了する場合

本サービスを終アする場合、弊社が設備機器の撤去を行います。その場合の饗用は6項（2）
償です｡但し撤去の2ヶ月前までに弊社への連絡が必要ですbなお､撤去工事の内容は3項の
す。

の場合を除き燕
(※1)~と同様で

罰ﾛ■亨剛

｢8．損害賠償謂求が発生する場合

お客様が設備を滅失・紛失・盗難した場合（※3）

‐」
*6個人印のお申し込みで､以下の条件に骸当する場合

弊社より蝕毘のお嘘を差し上げる掲合がございまう

.＊ユの役職の方の名刺の貼付がない場合も

・公共料金の萌挿が鯖付されていない場合も

※3：但し地震、洪水、火災等の天災その他不可抗力等が原因の場合は除きます。
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…鵜…万…童…汪誇茄案窪巧言面葎事
でないことを保証していただきます。なお万一反社会的勢力であることが判明した場合､弊社は､成立した契約
を解除することができます。
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